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【巻頭言】 

より一層充実強化した自主的衛生管理を 

NPO 法人食品保健科学情報交流協議会 

専務理事 伊藤蓮太郎 
 
BSE問題に関する調査検討委員会の

提言を受け、食品の安全確保のための

行政体制が大改革されました。リスク

分析手法の導入、行政組織の新設・改

編、新法の制定や関係法令の改正等が

行われ、始めて、国民の健康の保護を

最優先に位置づけかつ行政機関、食品

等事業者及び消費者の責務又は役割

を明確にした、歴史的な大改革といえ

る新たな食品安全行政体制が構築さ

れました。これからは、まさに、この

新体制下における行政機関（研究機関

を含む）、食品等事業者及び消費者の

責務又は役割の履行状況が問われる

ことになると考えます。 

そもそも、食品等事業者は、食衛法、

ＪＡＳ法等によって規制され監視さ

れるまでもなく、消費者に対しては、

社会通念上は勿論のこと、商取引上に

おいても厳とした債務があるので清

潔で衛生的な食品を販売しなければ

ならない義務を負っています。そのこ

ともあって、自主的衛生管理について

は、1947 年に制定された食衛法の原

法では、現行法第 5条の規定「販売の

用に供する食品及び添加物の採取、製

造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、

陳列及び授受は、清潔で衛生的に行わ

れなければならない。（カッコ内の条

文は省略）」と同法第 15 条の規定「営

業上使用する器具及び容器包装は清

潔で衛生的でなければならない。」の

２つの訓示規定しか定められていま

せんでした。 

その後、科学技術の進歩、経済社会

の進展等を受け、’57 年の同法一部改

正で食品衛生管理者の設置義務（現行

法第 48 条第 1 項）が新設され、さら

に’72 年の同法一部改正で都道府県

知事による管理運営基準の設定とそ

の遵守義務（現行法第 50 条第 2､3 項）

が規定され、食品衛生責任者の設置、

施設設備の衛生管理、食品の衛生的取

扱い等を含む自主的衛生管理が義務

づけられました。 

そして、’03 年の同法大改正におい

て、食品等事業者の３つの責務（①自

らの責任において販売食品等の安全

性を確保するための必要な措置を講

ずる、②食品衛生上の危害の発生防止

のため必要な記録を作成し保存する、

③国・都道府県等への②の記録の提供、

原因食品等の廃棄等の措置を講ずる）

が、国・都道府県等の責務とともに明

文化されました。 

食品営業者としても、食衛法制定の

当時から、行政側の規制及び監視指導

だけでは十分でなく、それ以上に営業

者自身の責任において食品衛生の向

上を図ることが重要であると考えて

おり、’48 年には社団法人日本食品協

会（1958 年、(社)日本食品衛生協会

に名称変更）を設立し、’60 年には食

品衛生指導員要綱を制定し同協会の

都道府県支部が委嘱した食品衛生指

導員による巡回指導も実施されてき

ました。特に’72 年以降は、すべて

の営業者が食品衛生管理者又は食品
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衛生責任者を設置し自主的衛生管理

に努めてきたに相違ありません。 

しかしながら、BSE 問題を契機とし

た行政による食品の安全確保対策の

大改革に呼応して、食品営業者も一層

高度な自主的衛生管理の充実強化に

努める必要があると考えます。具体的

には、5S（清潔、清掃、整理、整とん、

しつけ）の徹底に加え、HACCP システ

ムに基づく自主的衛生管理を推進す

るとともに、生産業、流通業、食品衛

生監視員、消費者間のリスクコミュニ

ケーションを積極的に実施すること

が必要と考えます。 

 

 

【食科協の活動状況】 

１．林理事長が第 3回東京都食品安全情報評価委員会に出席 

 
林理事長は 2 月 19 日午後、都庁第

一本庁舎４２階特別会議室Ａで開催

された平成 15 年度東京都食品安全委

員会に出席し、会長として会議の議事

進行などに当たりました。 

会議次第及び検討結果の概要は次

のとおりですが、同委員会において了

承された食品安全情報リポートVol.3

の目次は文末に掲載しました。当委員

会の詳細は、東京都食品安全情報評価

委員会ホームページ 

（www.kenkou.metro.tokyo.jp/anzen

/hyouka/index.html）に掲載されてい

ます。（伊藤 蓮太郎） 

 

１ 議事 

(1) 前回の委員会の概要について 

資料１ 「第二回東京都食品安全情

報評価委員会の概要」について

確認。 

(2) 理化学専門委員会（水銀部会）

からの報告 

資料２ 「水銀を含有する魚介類等

の摂取に関する注意事項」にお

けるリスクコミュニケーション

の視点からの検討 検討経過報

告」に基づき、検討の経過を報

告。 

資料３ 「食品に関するリスクコミ

ュニケーションの国外調査委

託」について、実施内容の報告。 

また、今後の予定について確

認。 

(3) 微生物専門委員会（カンピロバ

クター部会）からの報告 

資料４ 「カンピロバクター食中毒

について」検討経過報告」に基

づき、検討の経過を報告。 

また、今後の検討の方向性につ

いて確認。 

(4) 検討課題の選定について 

資料５ 「検討課題の選定方法につ

いて（案）」を検討し、本委員会

における検討課題の選定方法を

決定。 

(5) 選定課題の取扱いについて 

資料６ 「課題の選定及びその取扱

い」及び資料７「食品安全情報

リポート(案)」に基づき課題を

選定し、選定課題の取扱いにつ

いて検討。 

なお、資料６「課題の選定及

びその取扱い」に掲載されてい

る№.11「粉ミルクのセレウス菌
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汚染について（委員提供）」につ

いては、当初会長案では「Ｃ」

判定であったが、委員会での検

討の結果「Ｄ」判定に修正され

た。 

また、資料７「食品安全情報

リポート(案))は、委員からの意

見に基づき補足、修正した上で、

ホームページ上（食薬インフォ

ベース）で「食品安全情報リポ

ート」として３月中に公開する

ことを確認。 

(6) 先行調査について 

資料９ 「健康安全研究センターが

実施する先行調査について」を

説明。 

２ 今後の予定 

平成 15 年度中に第 4 回微生物専

門委員会を開催。 

３ 配布資料 

（資料２、資料４は、各専門委員会

から報告されたもので、まだ検討段

階のものであり、引き続き調査や検

討が必要なものです。） 

資料１ 第二回東京都食品安全情

報評価委員会の概要 

資料２ 「水銀を含有する魚介類等

の摂取に関する注意事項」にお

けるリスクコミュニケーション

の視点からの検討 検討経過報

告（資料編については目次のみ

掲載） 

資料３ 食品に関するリスクコミ

ュニケーションの国外調査委託 

資料４ 「カンピロバクター食中毒

について」検討経過報告 

資料５ 検討課題の選定について

（案） 

資料６ 課題の選定及びその取扱

い 

資料７ 食品安全情報リポート

（案）→食品安全情報リポート

Vol.3 

資料８ 事件・事故報告リポート 

資料９ 健康安全研究センターが

実施する先行調査について 

 

 

 

食品安全情報リポートは、公表され

ている様々なリスク情報の中から、

「東京都食品安全情報評価委員会」が

都民の方々に情報提供すべきものと

して選定し、その概要をまとめたもの

です。 

これらの情報は、現時点ではリスク

の評価が定まっていないレベルの情

報であり、本委員会で今後、調査や検

討を行う必要があるとしているもの

や、国や国際機関等で検討をしている

最中の情報もあります。 

また、リポートの内容は作成時のもの

であり、その後最新の知見等が得られ

ている場合もありますので、参考にさ

れる場合にはご注意下さい。 

 

Vol.３ 【平成 16（2004 年）2 月 19

日分】（Vol.２との合併号です。） 

 

食品を媒介して感染するＡ型肝炎

について 

食品を媒介して感染するＥ型肝炎

について 

リステリアによる食品の汚染につ

いて 

食鳥肉及び鶏卵に関連した鳥イン

フルエンザ情報 
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サプリメントとして摂取される抗

酸化ビタミンについて 

米国ＦＤＡがトランス脂肪酸の栄

養表示義務化を決定 

養殖鮭中のポリ塩化ビフェニール

（PCB）について 

緑茶カテキンについて 

母乳中のポリ臭化ジフェニルエー

テル 

輸入食品に使用されている容器か

ら鉛を検出 

市販食塩の微量元素について 

医薬品類似の化学物質などによる

「健康食品」の健康影響について 

容器からベビーフードへ溶出する

エポキシ化大豆油について 

アジア産醤油類から検出されたク

ロロプロパノール類について 

コンフリーに対するカナダ保健省

の勧告 

レーズン、カラント（小粒の種なし

干しぶどう）中のオクラトキシンＡ

について 

 

 

２．第２回通常総会と会員研修会の日程及び会場 

 
毎年恒例の通常総会並びに総会後

の会員研修会を 6月 3日（木）午後 1

時から 4 時半まで中央区日本橋社会

教育会館 8 階ホールにおいて開催す

る予定にしています。総会後の会員研

修会における講師としては、厚生労働

省結核感染症課感染症情報管理室長 

加地祥文氏及び国立医薬品食品衛生

研究所安全情報部第二室長 春日文子

氏にお願いしております。後日、会員

各位に開催案内を送付いたしますが、

多くの会員にご出席いただきたく、早

めの日程調整をお願いいたします。 

（伊藤 蓮太郎） 

 

３．｢食品のリスクコミュニケーションに関する研究｣の一部を分担 
 
徳島大学総合科学部教授の関澤 純

先生が主任研究者として平成 16 年度

から実施する「食品のリスクコミュニ

ケーションに関する研究」の一部を当

食科協が分担することになりました。 

そこで、その分担研究の内容（計画、

方法等）を 5 月 13 日(木)に全麺連会

館４階会議室で開催する食科協のリ

スクコミュニケーション部会で協議

していただくことにしています。 

（伊藤 蓮太郎） 

 

 

 

【行政情報】 

１．鳥インフルエンザ緊急総合対策について 

 
3 月 16 日の閣議の前に「鳥インフ

ルエンザ対策に関する関係閣僚会議

による会合」が開催され、関係省庁が

緊密な連携をとり、政府が一体となっ
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て諸対策に万全を期すため、「鳥イン

フルエンザ緊急総合対策について」が

取りまとめられ、首相官邸から公表さ

れました。その内容は以下のとおりで

す。 

『 近年、アジア、欧州、北米の各地

域に流行している高病原性鳥インフ

ルエンザ（以下「鳥インフルエンザ」

という。）については、今年の１月以

降、国内の鶏等にも数例発生している。 

この問題は、まん延防止等の家畜衛

生上の問題のみならず、食の安全・安

心の確保や人への感染防止等の国民

の健康確保といった国民生活の身近

な問題とも関連する課題であり、関係

する府省庁が緊密な連携をとって対

応措置を講じてきた。 

今後、これらの措置を引き続き推進

するとともに、関連する法制度の整備、

予算措置を含め、影響を受けた関係

者・関係機関に対する措置、試験研究

の充実等も含めた総合的な対策を早

急に講じていくこととしている。 

こうした考え方に立って、政府は関

係閣僚による会合において、鳥インフ

ルエンザ緊急総合対策として、当面、

以下のとおりの対策を講ずることと

した。 

今後、この対策に従い、関係府省庁

間のより一層の連携の下に、鳥インフ

ルエンザを早急に封じ込めて感染防

止を図るとともに、食に対する不安の

払拭、人への感染の防止と国民の健康

確保、関連する事業者と自治体等への

対策等を確実に推進することとする。 

また、対応の進捗状況を速やかに点

検するとともに、本問題に係る事態の

推移に応じて、関係府省庁及び関係自

治体の緊密な連携の下、必要に応じ、

適切な措置を検討・実施していく。 

 

１．まん延防止対策の徹底 

鳥インフルエンザは、鳥から鳥に感

染する感染症であるが、生きた鳥との

濃密な接触等により人に感染するこ

ともあり、また、ウイルスが変異し人

から人に強い感染力を有する新型イ

ンフルエンザウイルスとなる可能性

もある。 

従って、鳥インフルエンザのまん延

防止は、鶏肉・鶏卵の安全・安心な供

給にとって重要であるばかりでなく、

人の感染症の予防のためにも極めて

重要であり、関係府省庁が緊密に連携

し、全力で取り組んできた。 

(1) 発生防止のための措置 

これまでの発生事例の感染経路

は解明されていないが、ウイルスを

持っている可能性のある野鳥・ネズ

ミ等の侵入防止、鶏舎等への出入り

に際しての消毒の徹底が何よりも

重要であることから、次の発生防止

措置を講じていく。 

① 鶏業者がこの取組を厳格に行う

とともに、学校・家庭を含めて家

きんを飼養している者は、野鳥と

の接触を避けるよう、引き続き周

知徹底を図る。 

② 養鶏業者に対しては、野鳥・ネ

ズミ等の侵入を防止できるウイ

ンドレス鶏舎等の整備を推進す

るため、補助事業、リース事業等

を活用した支援措置を講じる。 

③ 海外からのウイルスの侵入を防

止するため、引き続き鳥インフル

エンザ発生国からの家きん・家き

ん肉の輸入停止措置を的確に実

施するとともに、発生国から帰国

する人に対して靴底消毒への協

力を求める。 

(2) 早期発見・早期通報のための措置 

鳥インフルエンザが発生した場
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合には、早期発見・早期通報により、

防疫マニュアルに基づく防疫措置

を迅速、的確に講ずることが最も重

要であることから、次の措置を講じ

ていく。 

① 既に家畜伝染病予防法第５２条

に基づき、千羽以上の養鶏農家に

対して、感染が疑わしい事例を直

ちに報告すること及び死亡羽数

等を定期的に報告することを求

めることとしたが、今後ともこの

措置の適切な運用を図る。 

② 千羽未満の養鶏農家、ペットと

しての飼養者等に対して早期通

報の必要性を徹底するとともに、

３月９日に食品安全委員会、厚生

労働省、農林水産省、環境省の４

府省連名で取りまとめ、公表した

「国民の皆様へ（鳥インフルエン

ザについて）」に記載されている

死亡した野鳥の取扱いに関する

注意事項について、引き続きその

周知徹底を図る。 

③ 食鳥処理場において、都道府県

等が行う食鳥検査の際、異状のな

い養鶏場から出荷された鶏であ

る旨の確認を行ってきたところ

であり、引き続きそのことを徹底

する。 

④ 今後、食鳥検査において高率の

死亡や呼吸器症状などを呈する

鳥インフルエンザに感染してい

る疑いがある鶏に対し、簡易検査

キットを用いたスクリーニング

検査を試行するとともに、国立感

染症研究所において確認検査を

行う。 

⑤ 死亡し、又は捕獲調査の対象と

なったカラス等について、既にサ

ンプルを選んで検査を実施する

こととしたところであり、今後そ

の結果を踏まえて適切に対応す

る。 

(3) 発生した場合の防疫措置 

発生した場合は、発生農場におけ

る殺処分と焼却又は埋却、周辺地域

における移動制限と清浄性確認を

迅速・的確に進めることが何よりも

重要である。これまでも、防疫マニ

ュアルに基づき、地方自治体によっ

て対応が行われているところであ

り、今後とも適切な措置を講じてい

く。 

① 発生の疑いが確認された場合、

関係する機関において、連携を密

にした対応体制が迅速に整備さ

れるよう、日頃から、地方自治体

内、地方自治体間、国と地方自治

体、関係府省庁間の連絡・協調体

制を構築し、発生した場合を想定

した準備を行っておく。 

② 移動制限については、その実効

がより確保されるよう、防疫上の

安全性が確保されることを前提

として、移動制限期間の短縮や保

管・加熱処理等のための家きん卵

の移動、十分に発酵処理された鶏

糞の移動を認めること等を内容

とする防疫マニュアルの改訂を

行ったところであり、今後その趣

旨を徹底し、発生した場合の対応

について、実効がより確保される

よう適切な対応を行う。 

③ 移動制限区域内の鶏卵等につい

て、伝染病のまん延防止の観点か

ら問題ないと判断されたものの

処理が円滑に進むよう、引き続き、

各都道府県に対し必要な指導を

行う。 

④ トラック事業者に対して、引き

続き、移動制限区域の範囲・制限

内容等の周知徹底を図るととも
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に、関係車両の消毒・清掃の励行

等必要な指導を行う。 

⑤ これまで発生が確認された地域

においては、家畜防疫等の関係機

関と連携しつつ、警察官等による

現場周辺での警戒活動や、自治体

が設置した消毒ポイント等での

交通整理を実施してきたところ

であり、今後とも発生地域の実情

に応じ、適切な措置を講ずる。 

(4) 鳥インフルエンザ・ワクチンの今

後の取扱い 

食品安全委員会において、鳥イン

フルエンザ・ワクチンの接種に係る

鶏肉・鶏卵等の食品としての安全性

評価について、３月中に方向性を明

確にする。 

また、薬事法に基づくワクチンの

製造・輸入承認については、実験施

設内におけるワクチン接種実験の

実施、ワクチン開発への協力や承認

手続の迅速化を行う。 

(5) 感染経路の解明 

より効果的なまん延防止対策の

検討に資するため、感染経路につい

て野鳥の関与も可能性の一つとし

て指摘されていることから、既に、

科学技術振興調整費による緊急調

査研究等による対応を開始してい

るところであるが、今後その枠組み

の中で、関係省庁の連携の下に野鳥

の生息調査や捕獲による検体の採

取を進めつつ、ウイルスの検査、病

原性の解析等を行う。また、この問

題が世界的に発生している事案で

あることにかんがみ、今後、国際的

な連携強化を含む調査研究の充実

を検討する。 

また、農林水産省に専門家による

「感染経路究明チーム」を直ちに設

置し、これまでの発生事例について

感染経路の究明を早急に進める。 

 

２．国民の食に対する不安を払拭する

ための措置

鳥インフルエンザについては、これ

まで鶏肉・鶏卵を食べることによって

人に感染したという事例の報告はな

い。 

しかしながら、３例目の発生農場で

は、通報が行われなかったばかりでは

なく、鶏が大量死した後も出荷を続け

た結果、出荷先の食鳥処理場で他の鶏

に感染するなどの問題が生じ、食品と

して流通したため、発生農場からの鶏

肉・鶏卵の安全性についての不安や混

乱を招いた。 

こうした食品（鶏肉・鶏卵）に対す

る不安を払拭するためには、鳥インフ

ルエンザについての科学的な知識や

処理・流通の過程で講じられている安

全性の確保のための措置に関し、正確

で分かりやすい情報の提供に努め、国

民の理解を深めていくことが重要で

ある。 

こうした観点から、引き続き、以下

の措置を講じていく。 

① 鶏肉・鶏卵の食品としての安全

性も含め、鳥インフルエンザに関

する国民への正しい知識の普及

を図るために作成した国民向け

の資料（前述の「国民の皆様へ（鳥

インフルエンザについて）」）によ

り、既に都道府県を通じて啓発を

依頼しているところであるが、今

後、その内容の周知に努める。 

② 食品安全委員会における科学的

議論も踏まえ、引き続き関係府省

庁が連携して、政府広報、ホーム

ページ、講演会等の多様な媒体・

手法を用いて情報発信に努め、国

民の理解の一層の促進を図る。 
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③ 文部科学省において、関係府省

庁と連携しつつ、学校給食の現場

において無用の混乱が生じるこ

とのないよう、引き続き、指導等

を徹底する。 

 

３．人への感染防止、国民の健康確保

のための措置

鳥インフルエンザについては、感染

した鳥のフンを吸い込むなど、大量の

ウイルスが体内に入った場合にごく

まれに人に感染することが知られて

いるが、通常の生活を送る中で感染す

る可能性は極めて低い。 

国民に対する正しい知識の啓発を

図るため、既に国民向けの資料をとり

まとめているところであり、これの活

用を図るとともに、海外において数十

例ほど人への感染例が確認されてい

ることを踏まえ、防疫作業に従事する

者などに対する感染防止対策につい

て万全を期すことが極めて重要であ

る。 

また、鳥インフルエンザと人インフ

ルエンザに同時にかかった場合には、

その者の体内で人から人への強い感

染力を有する新型インフルエンザウ

イルスが発生する可能性がある。この

ような事態を回避し、国民の健康を確

保するため最大限の努力を行うとと

もに、万一、新型インフルエンザが発

生した場合に、その被害を最小限にと

どめるため、新型インフルエンザ対策

の充実を図ることが必要である。 

こうした観点から、以下の措置を講

じていく。 

(1) 鳥インフルエンザについての正

しい知識の啓発 

鳥インフルエンザについては、人

への感染の可能性について国民に

不安があることから、これを払拭す

るために作成した国民向けの資料

（前述の「国民の皆様へ（鳥インフ

ルエンザについて）」）により、既に

都道府県を通じて啓発を依頼して

いるところであるが、今後、政府広

報等の媒体を通じて更なる正しい

知識の啓発を図る。 

(2) 鳥インフルエンザウイルスの鳥

から人への感染防止対策 

① 鳥インフルエンザウイルスと接

触しうる作業に従事する防疫従

事者に対して、感染防御や健康状

態の確認を行うとともに、万一、

鳥インフルエンザを疑う症状が

出た場合には速やかに治療でき

る体制を既に整えたところであ

り、今後ともこれらの措置を徹底

する。 

② 防疫従事者以外の者についても、

今後、鳥インフルエンザにかかっ

たと疑われる者を早期に発見し、

治療を行うとともに、国内におけ

るまん延状況を迅速に把握する

ため、監視体制の強化を行う 

(3) 新型インフルエンザに対する国

民の健康確保対策 

① 万一海外又は国内において、新

型インフルエンザウイルスの発

生が確認された場合には、感染力

や重篤度を考慮しながら、指定感

染症への速やかな指定について

検討する。 

② 鳥インフルエンザの治療として

有効とされている抗インフルエ

ンザウイルス薬(リン酸オセルタ

ミビル)の備蓄について検討する。 

③ 前述の緊急調査研究等により、

鳥インフルエンザウイルスの哺

乳類に対する病原性の解析及び

人用ワクチンの候補株の開発・特

許問題の解消等新型インフルエ
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ンザ対策に資する研究開発を引

き続き推進するとともに、その充

実を図る。 

 

４．早期通報促進と被害拡大防止のた

めの法制度の整備

今後、鳥インフルエンザが発生した

場合に、より迅速かつ的確な対応が図

られるようにするには、法制度の整備

も重要である。 

① このため、早期通報を促進する

とともに関係農家の協力の下に

移動制限措置をより的確に実施

する観点から、通報義務違反に対

するペナルティの強化、移動制限

命令に協力した養鶏農家に対す

る助成措置の制度化等を内容と

する家畜伝染病予防法の改正案

を速やかに作成し、今通常国会に

提出する。 

② なお、山口県で発生した事例に

対しては、農畜産業振興機構から

の助成が臨時緊急的に措置され

たが、他の発生事例についても、

養鶏農家に対する助成措置が法

制度化されるまでの間も、国によ

る緊急助成措置を確実に実施す

ることとし、このための経費の一

部について 15 年度予備費（高病

原性鳥インフルエンザまん延防

止緊急対策事業）により対応する。 

 

５．養鶏事業者・関連事業者対策

今回の鳥インフルエンザの発生で

は、養鶏農家のみならず、外食事業者

や小売店等にも影響が生じているこ

とから、養鶏事業者、関連事業者の経

営対策として、次の措置を講じていく。 

① 発生農家の経営再開、移動制限

等により影響を受けた農家の経

営継続を支援するための融資制

度について、今後、償還期間の延

長、移動制限区域外の農家への適

用等の改善措置を講ずる。 

② 中小企業者を対象として、既に

関係機関に特別相談窓口を設置

するとともに、セーフティネット

貸付として、運転資金を一般貸付

と別枠などで貸し付けることと

したところであり、その適切な運

用を図る。 

③ 今後、影響を受けた中小企業や

中堅外食事業者に対するセーフ

ティネット保証等の債務保証対

策について、農林水産省で実施す

る影響調査を踏まえ、農林水産省、

経済産業省が連携をとって、適切

に対応する。 

 

６．地方自治体に対する対応

鳥インフルエンザが発生した場合、

当該地方自治体は、急遽、感染した大

量の鶏の処分や消毒作業に追われる

ことになることにかんがみ、次のとお

りの支援措置を講じていく。 

① 今後とも、鳥インフルエンザが

発生した場合において、農林水産

省をはじめ関係府省庁の連携の

下に専門家の現地派遣等最大限

の支援を行うとともに、消毒作業

や埋却・焼却に必要な場所・施設

等の確保及びこれら作業に従事

する人の安全確保について万全

を期する。 

② 今後とも、今回の京都の例のよ

うに、被害が大規模であるなど、

緊急に対応する必要があり、地方

自治体による対応が困難である

など止むを得ないと認められる

場合には、地方自治体からの求め

に応じ、自衛隊の部隊等により支

援する。 
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③ 今後とも、地方自治体の家畜伝

染病予防法に基づく防疫措置に

係る財政負担については、当該地

方自治体の財政運営に支障を生

じないよう適切な対応を図る。 

なお、関係地方自治体において

は、既に多額の財政支出を余儀な

くされており、今年度については、

その財政運営に支障が生じない

よう特別交付税により暫定的な

財政支援を講じる。 』 

首 相 官 邸 ホ ー ム ペ ー ジ

（www.kantei.go.jp/jp/osirase/tor

i/040316taisaku.html）より引用しま

した。 

なお、参考資料として、厚生労働省

健康局結核感染症課が作成した「鳥イ

ンフルエンザと新型インフルエンザ

の関係」を添付しました。 

（伊藤 蓮太郎） 

 

 

 

２．抜本改正食品衛生法のほぼ全体が施行された 

 
平成15年5月30日公布の抜本改正

食品衛生法のうち、その一部が同年 8

月 29 日から施行されたのにつづき、

平成 16 年 2 月 27 日からは「条番号の

変更」を含む一部が施行されました。

残すは、来る 4月 1日から施行の「輸

入食品監視指導計画による監視指導

（第 30 条）」と「都道府県食品衛生監
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視指導計画による監視指導（第 30

条）」、及び公布の日から 3年以内で政

令で定める日から施行の「残留農薬等

に係る基準等（第 11 条及び第 12 条）」

となりました。 

2月 27日から施行された条文は「条

番号の変更」のほか、「販売等の禁止

の対象となる獣肉の疾病等（第 9条）」、

「総合衛生管理製造過程（第 14 条）」、

「収去品等の試験事務の登録検査機

関への委託（第 28 条）」、「登録検査機

関（第 31 条～第 47 条）」、「収去食品

等の試験事務の登録検査機関への委

託規定の整備（第 17 条）」、「食品衛生

管理者に係る養成施設及び講習会の

登録制度（第 48 条及び第 49 条）」で

す。また、これら条文の施行に必要な

政省令は平成 15 年 12 月 10 日と平成

16 年 2 月 6 日に公布され、2 月 27 日

から施行されました。 

これら政省令の趣旨、内容等につい

ては、この法律の公布日付け厚生労働

省医薬品食品局長通知で示されてい

ますが、更に、去る 2月 6日公布の関

連政省令の施行についても同局長か

ら通知（薬食発第 0206001 号）が発か

んされています。 

このほか、上記の関連法令が 2 月

27 日から施行されるのにあわせて、

「食品衛生法に基づく表示指導要領」、

「乳及び乳製品の成分規格等に関す

る省令に基づく表示指導要領」及び

「総合衛生管理製造過程承認制度実

施要領」が改正されました。特に、表

示指導要の中の製造所固有記号につ

いては、よく寄せられる質問をＱ＆Ａ

形式の手引きとしてまとめられた「製

造所固有記号に関する手引き（Ｑ＆

Ａ）」が別に作成され、 

厚 労 省 ホ ー ム ペ ー ジ

（www.mhlw.go.jp/topics/bukyouku/

iyaku/syoku-anzen/index.html）に掲

載されています。 

また、各都道府県等が改正法第 50

条に基づき条例で定めている「管理運

営基準」の見本となっている「管理運

営基準準則」が、2 月 27 日、名称も

新たに「食品等事業者が実施すべき管

理運営基準に関する指針（ガイドライ

ン）」と改められました。各都道府県、

指定都市及び中核市は、この指針を踏

まえ関係条例を改正することになる

でしょう。（伊藤 蓮太郎）

 

 

【消費者情報】 

１．食情報への関心についてのアンケート 

（ＣＯ・ＯＰ生活データＮＥＷＳから） 
 

日本生活協同組合連合会くらしと商品研究室 
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日本生協連ホームページ 

（www.jccu.coop/Press_Release/0402/040217_data.pdf）より引用しました。 

 

 

２．道産野菜の品質をテスト「残留農薬は“クリーン”」葉野菜に

多い硝酸塩（「北のくらし」№400（平成 16 年 2 月号）から） 
 
ほうれん草などの野菜はビタミン

や食物繊維が豊富で毎日の食卓に欠

かせませんが、農薬の残留も心配です。

そこで道内野菜にどの程度農薬が残

留しているか、テストしました。合わ

せて硝酸塩もテストしました。（なお、

本テストは帯広消費者協会の依頼で

実施しました。） 

残留農薬と硝酸塩 

テストした野菜 下表にある７種

類（20 点）の野菜をテストしました。

いずれも9月上旬に帯広市内で購入し

たものです。 

残留農薬 55 種類の農薬について

残留農薬をテストしました。結果は、

セロリ1点から有機リン系殺虫剤のフ

ェントエートを 0.021ppm 検出しまし

たが、それ以外はすべて不検出でした。

セロリにフェントエートの残留農薬

基準はありませんが、カボチャ

（0.1ppm）など他の作物の基準値から

みて低い検出値です。 

硝酸塩 硝酸量は野菜の種類によ

って大きく異なりました。（下表参照） 
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●硝酸量がもっとも多かった野菜は

小松菜（2点）で、いずれも600mg%（100g

中に 600mg 含有）を超えていました。 

●ほうれん草（5 点）も小松菜と同程

度に多く、平均値は 533mg%でした。 

●セロリ（2 点）は平均 120mg％、白

菜は 1 点だけでしたが 137mg%でした。

大根（4 点）、ゴボウ（2 点）、長ネギ

（4点）の平均値はいずれも 100mg%未

満でした。 

 

野菜の残留農薬及び硝酸塩の測定値 

種類 
品

数 

残留農薬 

(ppm) 

硝酸量(平

均値)(mg%)

大根 4 不検出 80 

ほうれん草 5 不検出 533 

小松菜 2 不検出 650 

セロリ 2 
1点からﾌｪﾝ

ﾄｴｰﾄ 0.021 
120 

長ネギ 4 不検出 23 

ごぼう 2 不検出 78 

白菜 1 不検出 137 

 

テスト結果から 

●残留農薬は1点から検出しましたが、

微量でした。 

●残留農薬基準（厚生労働省）は現在

229 種類の農薬にありますが、すべて

の野菜・果物に設定されているわけで

はありません。基準のない野菜につい

ても早急に設定することが望まれま

す。 

●野菜の硝酸は、ゆでて水にさらすこ

とで 2/3～1/2 に減少します。（「きら

めっく」№20 参照）。小松菜、ほうれ

ん草など硝酸が多い野菜は水さらし

を心がけましょう。（生ほうれん草を

ラップに包んで電子レンジで調理し

ても硝酸はほとんど減少しないと言

われていますので水にさらしましょ

う。） 

 

 

 

【企業情報】 

キューピーの安全システムＦＡ＆トレーサビリティ 

(キューピーＨＰの企業インフォメーション｢ｷｭｰﾋﾟｰ通信｣から) 
 
トレーサビリティ。一般にはまだま

だ耳慣れないこの言葉が、にわかに脚

光を浴びるようになったのは昨年あ

たりからでしょう。英語を直訳すれば、

traceability＝「製造工程などの検査

で、工程をもう一度たどることができ

る能力」です。現在いわれている食品

に関するトレーサビリティとは、「食

品の生産・加工・流通などの各段階で

その食品についての足跡情報を速や

かにたどれる能力」と理解すればいい

でしょう。 

食の安全、安心が大きな社会問題に 

農林水産省は 2002 年 6 月、わが国

に食品トレーサビリティシステムを

導入していく、という方針を打ち出し

ました。その背景にあるのは、ここ数

年来の食の安全・安心を大きく揺るが

す出来事です。O-157 による集団食中

毒や低脂肪牛乳の黄色ブドウ球菌に

よる食中毒。牛海綿状脳症（BSE）、無

認可添加物の問題。昨年、発覚した食

肉偽装、食品の産地や品質の偽装の

数々。国民生活センターの調査では、
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主婦 6割以上が「食品の産地や添加物、

日付などの表示を『信頼できない』と

不信感をもっている」との報告もあり

ます。食の安全、安心に関する消費者

の関心はかつてないほどに高まり、消

費者の目は厳しくならざるをえませ

ん。 

一連の事件が物語るのは、現在は食

品が生産されて消費者に届くまでの

距離が著しく広がって、生産のシステ

ムが巨大、かつ複雑になっているため、

なにか間違いが起こったとき、被害は

大規模になりやすいということでし

ょう。それによって社会不安が大きく

広がるだけではありません。企業の信

頼の失墜、倒産という深刻な事態を引

き起こしかねないのは、これまで私た

ちが見てきたとおりです。 

こうした事件、事故を教訓として、

食品の安全・安心対策として浮かび上

がってきたのがトレーサビリティシ

ステムです。 

一昨年秋以降、生産、製造、流通そ

れぞれの部門の一部先進的企業では、

導入に向けて積極的な取組みを始め

ました。大手加工食品メーカーの中で、

トレーサビリティへの対応を、業界の

先陣を切る形でいち早く始めたのが

キユーピーです。 

始まりは FA から 

では、キユーピーではトレーサビリ

ティシステムについて、どんな目的で

どう取組んでいるのでしょう。この目

的には三つの大きな要素があります。 

●一つめは「迅速な事故原因の究明」

です。 

ここで大切なのは「迅速な対応」とい

う点、つまり時間との戦いともいえま

す。生産、流通に関するデータは当然、

前々から保存してきました。ただ、今

までこうした情報はコンピュータ上

ではなく、紙で保存していました。そ

のため問題が起きて追跡調査をする

場合、膨大なデータを手作業で調べる

ので、1週間以上はかかりました。し

かし、このシステムでは 1時間以内に

基本的な品質データが確認できるこ

とを目標としています。 

●二つめは「事故の拡大防止」です。 

トレーサビリティによって食品がど

う流通し、どう消費者へと販売された

かまで、速やかな追跡が可能になりま

す。それにより、必要に応じて迅速な

回収を可能にします。 

●三つめは「生産、加工、流通までの

情報のデータベース化」です。 

消費者からの問い合わせに対し、担当

者がデータベースからの画面検索で

速やかに対応することによって、消費

者の不安を取り除きます。 

つまり、トレーサビリティシステム

は食品の安全・安心を保証する大きな

切り札といえるわけです。キユーピー

のトレーサビリティシステムの大き

な特長は FA（ファクトリーオートメ

ーション）システムが基本になってい

るという点です。FA システムとは、

IT を利用して生産工場の「配合事故

未然防止」を目ざし、1983 年から開

発が始まったシステムです。この FA

システムがあったからこそ、開発がス

ムーズに進みました。キユーピーのト

レーサビリティシステムとは FA シス

テムに、外部の原料・資材メーカーと

出荷後の各情報を、連結させたもので

す。 

では、FA システムとはどのような

ものか、簡単に説明しておきましょう。

FA は「生産管理システム」、「工程管

理システム」、「配合事故未然防止シス

テム」の 3システムからできています。 
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■FAシステム

生産管理

システム 

生産計画の入力により原

資材の在庫管理、納入依頼

書の作成を行う。材料の配

合自動計算、作業指示書の

作成、賞味期限の計算、製

品原価計算なども。 

工程管理

システム 

HACCP 対応の工程管理シ

ステム。現場制御機器

（温度、時間、生産量）

とパソコンを接続し、デ

ータを自動記録。 

配合事故

未然防止

システム 

コードラベルと秤を連

動させ、秤量事故の防

止。配合過程において原

料照合チェック。攪拌時

間、温度、流量計値の記

録など。 

この中でシステム化に最も時間を

かけたのが「配合事故未然防止システ

ム」です。製品の原料を計って小分け

にし、順番通りに混合や調理する作業

は、原材料も多種類にわたり、多くの

人手を介する作業です。 

たとえば、ベビーフードの製造の際、

工場にはミキサーが 32 台あります。1

台につき 1 日 4、5 回転します。原材

料は肉、魚、野菜の他、砂糖、塩など

30 種類。毎日 3,000～4,000 もの原材

料の小分けが必要です。 

システム導入以前、作業者は製造課

からきた小分けの指示書に従って、電

卓をたたきながら小分けの作業を行

っていました。書類は手書きです。書

類の指示を読み、指示に従って肉、魚、

野菜、砂糖や塩などを指定された分量

に計って、順番通りにミキサーに入れ

ていきます。生産現場は人手のかかる

場所だけに、もっともミスの出やすい

ところです。ミスを防ぐために、作業

済の印鑑を押す関所をいくつも設け、

チェックを二重三重にしていました。

しかし、どんなに厳重に注意を払って

いても年に 1、2 回は必要な原材料が

ないとか、どこかで入れ忘れた砂糖が

1袋残ってしまった、といった問題が

発生します。もちろん、そうした品物

が製品となって外部に出ることはあ

りません。問題が発生するたびに現場

では印鑑を押す箇所が増え、チェック

の人をまた一人増やすということに

なっていかざるを得ませんでした。 

精神的負担の解消 

しかし、そうした年に 1、2 度のミ

ス以上に大きかったのは、作業者の精

神的負担の問題でした。作業の過程で、

実際には正しく作業がなされている

にもかかわらず、「もしかしたら原材

料を間違ったのではないか」「分量を

計り間違えていないだろうか」といっ

た不安が、いつも消えないという声が

少なくありませんでした。こうした精

神的な負担を解消することが、「配合

事故未然防止システム」の大きな目的

でもありました。 

FAシステムは1983年に開発を開始

し、全国 8工場すべてにシステムの導

入を終えたのは 1997 年。総額 10 億円

の投資となりました。この FA システ

ムはペーパーレス化、転記ミス防止、

計算ミスの防止など、さまざまなメリ

ットを生み出しました。配合ミスもゼ

ロになりました。これはなにより、小

分け、配合の作業の過程で、人とコン

ピュータによる二重のチェック体制

が奏功しているにほかなりません。ま

た、万一ミスがあったときには機械が

自動的に停止状態になるのも、FA シ

ステムならではでしょう。 

さらに、FA システムにより原資材

の在庫を正しく把握し、発注をスムー
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ズにすることにより、在庫量を少なく

することにも成功しました。 

そもそも現場で働く人の心の負担

を減らし、配合ミスをなくすという目

的から開発されたこのシステム。事故

がゼロになったという実績が評価さ

れ、思わぬところでシステムを販売す

る話が持ち上がりました。 

患者の取り違えや医療品の取り違

えミスなどが問題になっている医療

分野への応用でした。「医療行為支援

システム」と名前を変え、バーコード

を使って患者や患者の点滴を識別す

るシステムとして、神奈川県など 4つ

の病院に導入されています。ここでも、

患者と看護師両者の不安を解消でき

たことが高く評価され、喜ばれている

ようです。 

こうした工場の自動化システムの

開発と、医療分野への社会貢献が評価

され、1999 年には「食品産業優良企

業」に選ばれ、栄えある農林水産大臣

賞を受賞しました。技術部門で食品会

社が同賞を受けるというのは、きわめ

て珍しいことです。 

 

■ベビーフード（レトルトパウチ）製造工程例とＦＡシステム及びトレーサビ

リティ範囲図 
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企業の協力が不可欠 

キユーピーが地道に食の安全策を

こうじてきた矢先、一連の食品にまつ

わる社会的な大事件が続出し、企業に

早期のトレーサビリティシステム導

入を促す波が押し寄せました。キユー

ピーでは2001年10月から取り組みが

始まったのです。 

トレーサビリティに求められるの

は、商品がいつ、どこで、だれが、ど

のようにして、どんな材料を使って作

ったのか、そしてその材料はどこから

きたものかを、短時間で明らかにする

ことです。加工食品のトレーサビリテ

ィシステムの問題は、キユーピー一社

だけで作られるものではない点です。

つまり、加工食品は原材料は多く使い

ます。肉・魚・米・野菜・果物などの

原材料以外にも、醤油・味噌・油など

の加工された食品も多く、それらをト

レースするのは容易ではありません。 

加工食品の製造、流通過程を川の流

れにたとえると、キユーピーの工場は

川中に位置します。そして、川上は製

品の原料生産段階であり、出来上がっ

た製品の流通販売が川下にあたりま

す。川上、川下の各企業の協力があっ

て初めて完成するものです。 

「二次元コード」が鍵に 

このとき、情報の正確な受け渡しが基

本になるのはいうまでもありません。

これに関してキユーピーのトレーサ

ビリティシステムで特筆すべきは、

「二次元コード」の開発でしょう。関

連企業との情報受け渡しに従来のバ

ーコードではなく読み取り機で情報

が直接読める「二次元コード」を採用

しました。このコードのメリットは、

桁違いのデータ量が蓄積できること

です。バーコードはまずバーを読み込

み、それを数字に置き換え、データベ

ースを開いて文字に翻訳するという、

いくつものプロセスがあり、マスター

管理も大変です。一方、二次元コード

は漢字も数字もそのまま印字されて

いるため、読み取り機でコードを読み

込んだら、そのまま圧縮を解凍し、文

字をパソコンに表示できます。しかも、

縦、横 2方向に情報を蓄積できるため、

小さなスペースに大量のデータを盛

り込むことが可能というわけです。 

 

この二次元コードはキユーピーの

トレーサビリティシステムの流れの

中で、こんな具合に活躍します。 

(1)原料・資材メーカーは原料に、製

造日、製造方法、賞味期限、ロット

などの情報を書き込んだ二次元コ

ードのラベルを貼付して、工場へ納

品する。 

(2)原資材は工場入荷時に二次元コー

ドを読み込んでデータベースにし、

賞味期限、ロットごとに在庫。 

(3)製造過程で、原料の小分け、原料

混合・調理時に使用原料のデータを

読み込み、ロット製品との紐付け

（データの連結）を行う。 

(4)製品充填時に、QA ナンバーを製品

に印字し、原料との紐付けを行う。 

(5)外箱に詰め終わったら、外箱カー

トンに二次元コードを印字。データ

25 



 
食科協Ｎｅｗｓ                                       第１４号 

ベースにも保存する。 

(6)出荷する際、物流業者が二次元コ

ードを読み込み、出荷情報を保存す

る。 

こうして川上から川下まで二次元

コードを使ったデータを、くまなくコ

ンピュータ管理することによって、消

費者からお客様相談室に問い合わせ

があった場合、QA ナンバーを告げる

だけで、簡単に検索でき、素早く回答

することが可能になっています。 

ただ、二次元コードを導入するに

は投資が必要とあって、取引先の原材

料のメーカーのうちこれまでに導入

したのは 2割程度。残り 8割に対して

は、原料納入時にキユーピー側が取引

先から得たデータを入力し、二次元コ

ードラベルを発行し、対応しているの

が現状です。 

 

 

ベビーフード部門から 

今回、トレーサビリティシステム導

入の対象になったのは、「ヘルスケア」

事業です。現在、「ヘルスケア」事業

が扱うベビーフード 76 品目に関して

はトレースが可能になっています。キ

ユーピーには、「マヨネーズ・ドレッ

シング」「タマゴ」「缶詰・レトルト」

「野菜とサラダ」「ヘルスケア」の 5

事業があります。そのうち、「ヘルス

ケア」事業を他事業に先駆けてトレー

サビリティ導入の対象にしたのは、ベ

ビーフードが最も抵抗力の弱い赤ち

ゃんのためのものであり、それだけに

最も素早い対応が要求される商品だ

からです。 

さらにベビーフードは、1品に平均

15 種と扱う原材料も多く、商品の種

類も多い、いわばトレースが最も大変

な部門です。だからこそ、消費者の安

心を獲得するためにもここから始め

る必要があったのです。今後、順次対

象商品を広げていく予定です。 

こうした精度の高いシステムの開

発は、消費者に食品の安全・安心を保

証する切り札として不可欠なのはい

うまでもありません。と同時に、それ

は働く人たちがベストを尽くし続け

られる環境づくりを意味しています。

キユーピーでは「良い製品は良い原料

から」をモットーに、その「良い原料」

を形にするのは人、つまり現場で働く

人たちがより快適に、安心してより良

い商品づくりに取り組めることが、な

により良い製品づくりの基本だと考

えています。 

ただ、食の安心・安全の問題は前に

も述べたように一企業だけのもので

はありません。食品業界全体でトレー

サビリティの効果を上げていくため

には、原材料、製造、流通の各業種が

三位一体となったシステムの構築が

不可欠です。そのために望まれるのは

業界全体でシステムを標準化し、デー
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タを共有することです。そうした意味

でキユーピーが提案する二次元コー

ドシステムは、関連企業のみならず政

府関係者の関心をますます集めそう

です。 

キューピーホームページ 

（www.kewpie.co.jp/corp/index.htm

l）より引用しました。 

 

 

【学術・海外行政情報】 

１．化学構造に基づく毒性学的懸念限界：微量食事中物質への適用

指針 
Kroes R, Renwick AG, Cheeseman M, Kleiner J, Mangelsdorf I, Piersma 

A, Schilter B, Schlatter J, van Schothorst F, Vos JG, Wurtzen G, 

（European branch, International Life Sciences Institute, Utrecht 

Univ., Institute for Risk Assessment Sciences, Faculty of Veterinary 

Medicine, Yalelaan 2, PO Box 80176, NL-3508 TD Utrecht, オランダ）

Food and Chemical Toxicology, 42(2): 65-83, 2004 
 
毒性学的懸念限界（threshold of 

toxicological concern, TTC）は実用

的なリスクアセスメント手法であっ

て、化学物質全てについて、ある暴露

濃度以下ではヒトの健康へのリスク

を感知する確率が極めて少ない閾値

を設定できる、という原則に基づいて

いる。毒性の全容が既知である化学物

質について一日摂取許容量（ADI）を

設定するのは、有害作用をもたらさな

い暴露濃度が存在するという考えが

あるからである。TTC の原則ではこの

考えを推し広げて、多くの化学物質は、

一連の毒性データが揃っていなくて

も化学構造がわかり、構造上の特徴を

共有する他の物質の毒性情報に基づ

いて de minimis（無視できる程少な

い）値を設定することができるのでは

ないか、と提案している。 

広範な合意が得られた TTC 値の設

定と利用は消費者、企業及び行政に大

きな利益をもたらす。TTCを利用して、

ヒトの暴露量がかような閾値より少

ない場合は不必要な毒性試験と安全

性評価を避け、もって限られた時間、

費用、動物及び専門家を、ヒトの健康

にリスクをもたらす可能性が最も大

きい物質の試験と評価に集中するこ

とができる。「国際ライフサイエンス

協会（International Life Science 

Institute, ILSI）」欧州支部の専門家

グループは食品の安全性評価に TTC

の原則を広く用いることが出来るか

検討した。同グループは代謝と蓄積、

化学構造からの警戒、内分泌かく乱を

もたらす化学物質、及び、神経毒性・

催奇形性・発生毒性・アレルギー誘発

性・免疫毒性といった毒性指標（end 

points）を精査し、かような特性若し

くは毒性指標を考慮に入れるべきか

否かを段階的に決めていった。 

専門家グループは、食品中の微量化

学物質は、しっかりした暴露量の推定

があれば、毒性データが欠けていても

TTCの原則を適用することは可能であ

ると結論した。TTC の原則を適用する

判断樹（decision tree）が提案され

ている。本報告ではこの方式が段階を
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追って詳述されている。 

たんぱく質、重金属、ポリハロゲン

化ジベンゾダイオキシンと関連物質

はこの検討の対象外である。（これら

には個別評価が必要とされる。）ある

化学物質の評価にあたり、TTC 判断樹

を利用するに先立ち、当該物質の用

途・使用を点検することが常に必要で

ある。第 1段階は遺伝毒性及び・若し

くは強力な発がん性物質の可能性の

有無、評価である。この評価の後、非

遺伝毒性の物質は摂取量の増加に係

る懸念に応じて段階的に評価される。

有機リン化合物には、TTC 濃度 18μg/

人/日（0.3μg/kgb.w./日が提案され

る。それ以外の物質には、Cramer 提

案の化学構造クラス III, II, I に応

じてTTC濃度（それぞれ1800, 540, 90

μg/人/日; 若しくは 30, 9, 1.5μ

g/kgb.w./日）が段階的に適用される。

他の毒性指標若しくは特性の無毒性

量（NOEL）の分布は Cramer の構造ク

ラス III, II, I それぞれにおいて一

般毒性の NOEL の分布と類似する。 

この報告は 2003 年 3 月に大勢の聴衆

のもとに開催されたワークショップ

で検討された。（石井 健二） 

 

２．台湾において大衆向き商業用サバ亜目魚類のフィレーに見出さ

れた衛生的品質に関連したヒスタミン及び細菌 
Tsai YH、Kung HF、Lee TM、Lin GT、Hwang DF.（Department of Food Science 

and Technology, Tajen Institute of Technology, Pingtung, Taiwan, 

Republic of China） J. Food Prot.2004 Feb;67(2):407-12. 
 
伝統的な小売市場で販売されてい

るサバ亜目魚類のフィレー中の衛生

的品質に関連したヒスタミン及び細

菌を測定するため、台湾の北部及び南

部地域から 61 試料を収集した。大部

分の試料中の揮発性窒素含有量は台

湾政府の規制値である 25mg／100g 以

下であることが分かった。衛生基準の

要件と比較して、一般細菌数と大腸菌

数の許容範囲外試料数に対する全試

料数の比率は、それぞれ、北部地域か

らの試料で 100％と 15％、南部地域か

らの試料で 100％と 20％であった。全

試料中における各種生体アミン類の

平均含有量は、南部地域からの試料中

のヒスタミン平均含有量（4.6mg／

100g）を除いては、3mg／100g 以下で

あった。南部地域からの試料のうち、

4試料は 12.8から 28.8mg／100gのヒ

スタミンを含有していた。これらの数

値は米国 FDA が示唆している許容値

の 5mg／100g 以上である。さらに、ヒ

スタミン産生菌用選択培地を用いた

検査でバショウカジキ（sail fish）

のフィレーから 14 菌株が分離された。

これらの推定ヒスタミン産生菌（例え

ば 、 Proteus, Enterobacter, 

Klebsiella, Rahnella, 及 び 

Acinetobacter）は同定され、37℃で

24 時間培養すると 20 から 2,000ppm

のヒスタミンを産生することが分か

った。（伊藤 蓮太郎） 
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会員のひろば 

一小規模給食会社の衛生管理の現状 

中央フードサービス株式会社 

顧問 森尾 義正 
 
規模の大小を問わず、食品の安全・

安心は利用者の最も関心のあるとこ

ろであり、我々小企業にとっても、こ

うした顧客の要望にこたえていくこ

とは当然のことであり、[食品の安全

確保]は最重要課題で、先ず５Ｓの徹

底、一般衛生管理の構築をより強化す

ることに取り組んでいるところです。 

我々小規模給食会社では、人の入れ

替わり、今日の経済情勢等から設備の

改善もままならいのが現状です。こう

した中での一般衛生管理の構築・安定

にも時間がかかり、効果的なＨＡＣＣ

Ｐへの取り組みまで至っていないの

が現状です。 

当社の給食部門は給食営業本部に

第１営業部（産業給食・福祉施設部門

担当）、第２営業部（寮部門担当）、第

３営業部（保養所、カフテリア方式食

堂担当）の３部組織で運営し衛生管理

はつぎのような体制で行なっており、

その成果と課題について触れて見た

いと思います。 

 

１．衛生管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理体制（検査室併設） 

(1)従事者の健康管理 (5)提供商品の品質検査 

(検便・健康診断) (6)新商品・品質改善テスト

(2)従事者の衛生教育 (7)衛生関係情報の伝達 

(3)各営業所の衛生点検・検査・指導 

(4)原材料の品質検査 

(年 3～4回衛生点検指導による点検簡易細菌

検査) 

担当顧問(元大阪市食品衛生監視員) 

専任検査・食品衛生指導員(管理栄養士)

点検内容 

(1)営業所従事者の健康状態の把握 

(2)衛生点検指導表による施設・設備 

取扱いのチェック･ふき取り検査 

(3)現場従業員教育 

(4)温度等各種記録のチェック 

各営業部

部長 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

管理栄養士

栄養士 
 

 

 営業所の衛生管理状況 

現場責任者(衛生責任者)による自主点検

(食品衛生自主管理点検表による) 

(週 1 回点検) 

 
巡回･点検･検査･指導 巡回･点検･検査･指導

 

 

 

 

 

 

研 修 

✻衛生講習会(年 1回) 

(全社員対象) 

✻食品衛生責任者(月 1回) 

(調理主任対象) 

巡回･点検･検査･指導

業務委託 

（年間 2～4回） 

（社）大阪食品衛生協会 

食品衛生アドバイザー 

(元大阪府･大阪市食品衛生監視員)

委託 74 営業所 述べ 200 回 

☆研修･･･巡回･点検等衛生関係実績(従事者教育を含む)、食品衛生･食中毒等衛生関係情報の伝達･研修 
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２．衛生管理の成果と課題 

（１）成 果 

当社は、上記衛生管理体制で年間

8～12 回各営業所を巡回し、点検・

検査を実施しており、巡回衛生点検

表（32 項目）により点数評価〈100

点満点〉と施設・設備・食品も同時

に簡易細菌検査（ＡＢＣ評価）更に

油脂の劣化度並びに食器の洗浄度

検査を実施し、毎月の研修資料とし

主任、店長の衛生教育にあたってい

ます。 

更に、数年前から当社では、自主

衛生管理体制の補完のため㈳大阪

食品衛生協会に比較的規模の大き

い施設について、当社と同様の業務

を委託し検証してもらっており、協

会の指導・アドバイスにより担当栄

養士、現場主任クラスの衛生意識の

向上が顕著に見られ成果が現れて

います。 

 

 

（２）課 題 

現場の従事者は社員または契約

社員、パート従業員で構成しており、

特にパート従事者の衛生に対する

意識改革、責任感の涵養等ソフト面

の教育をいかに進めていくか、彼女

等は殆どが時間給で勤務体系が異

なる者も多く教育の時間的余裕が

ないのが現状です。 

また、巡回指導にあたる栄養士の

入社年次〈入退社が激しい〉が浅く、

教育・訓練期間の短い者が多いこと

から現場での適確な指導に個人差

が生じる点があるのが実状です。 

これら問題解決には巡回指導員

の教育と現場とのコミュニケーシ

ョンを密にし、精神面も含めたソフ

ト面を充実させることが衛生管理

において何より重要であることか

ら、時間をかけてでも着実にこれら

の課題の改善に取り組み次のステ

ップを目指しているところです。 

 

 

 

✲お知らせ✲ 

第８回食品マネジメントシステム部会開催のご案内 

 

第８回食品マネジメントシステム部会を 4月 23 日（金）に全麺連会館 4階会

議室で開催することになりました。詳細については近日中にお知らせします。 
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☆編集後記☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 15 年度も余すところ一週間足らずとなり、第２回通常総会の

日も 6 月 3 日（木）と決まりました。今年度は、公開講演会の開

催、食品マネジメントシステム部会とリスクコミュニケーション

部会の開催、食科協ニュースレターの発行を除くと、特に強調で

きる事業活動が見当たらず、不満が残る年度となってしまいまし

た。予算規模のこともありますが、来年度はもう少し活発な活動

をしたいと思っています。食科協の事業活動に関するご意見、ご

要望等をお寄せください。 

○ 新たな食品安全行政がスタートして半年、抜本改正法の殆どの条

文及び関連の政省令も施行され、４月 1 日からは毎年度ごとの監

視指導計画に基づき、食品衛生監視員による監視指導が実施され

るようになりますので、行政機関、食品等事業者及び消費者が一

体となって、まず、今年の夏の食中毒発生件数からさらに減少さ

せ、食品安全基本法の制定や抜本改正食衛法の成果を挙げたいも

のです。 

○ 【企業情報】において、前 3号では消費者相談窓口設置の必要性、

その方法等を取り上げましたが、今号からは食品企業のホームペ

ージで紹介されている食品安全確保に関する情報を紹介したいと

考えています。消費者相談窓口も食品安全確保に関する情報開示

も、食品等事業者から消費者等に対する重要なリスクコミュニケ

ーションツールと考えるからです。如何なものでしょうか。ご意

見等をお寄せください。 

○ 【会員のひろば】へのご意見、ご感想、ご不満、随想、俳句等々

をお待ちしています。ぜひお寄せください。薄謝を差上げます。 

 

 

この機関紙の記事を無断で転載することを禁止します。 
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